
（別紙1）

【公害健康被害の補償等に関する法律に基づく裁決】（水俣病）

審査請求の概要
処分庁への
申請年月日

①原処分年月日
②異議申立年月日
③異議申立に対す
  る処分年月日

1 熊本県 熊本県水俣市の女性 平28.4.12
水俣病

認定

棄却
　請求人については、昭和３７年ころ以前においてメチル水銀に対するばく
露がなかったとはいえないが、その程度が高いとまではいえず、それによっ
て水俣病を発症する可能性についても、これを否定することはできないが、
その可能性が相当程度高いとまではいえない。一方、請求人には、メチル水
銀に起因すると認められる症候は見当たらない。よって、請求人が水俣病に
かかっていると認めることはできない。原処分は相当である。

　審査請求人は本人。
　審査請求人は、水俣病
にり患したとして申請。

H23.12.19
①平27.9.4
②平27.9.28
③平28.4.5

2 熊本県 熊本県水俣市の女性 平31.3.29
水俣病

認定

却下
   審査請求人が、再審査の請求が棄却されたことを知った日は、平成３１
年２月１５日と解されるところ、審査請求の日は同年３月２９日と認められ
る。行政不服審査法第１８条第１項は、審査請求期間については、再調査の
請求について決定があったことを知った日の翌日から起算して１月以内と定
め、ただし、「正当な理由があるときはこの限りでない」と規定する。期間
を経過して行われた本件審査請求の理由について、審査請求書補正書には、
仕事が忙しく、高齢の家人複数人の介護、入院、通院の送迎などで徒過した
旨記されている。本規定は請求人となるべき人に諸般の事情があることを考
慮して１月を期限としたもので、ただし書はそれでもなお請求人に帰すべき
でない不測の障害等によって審査請求ができなかった場合に例外を認めたも
のであるから、地震・暴風雨や火災・交通の途絶等異常な災害に起因する場
合等をいうものと解される。よって、請求人にはただし書で例外とする「正
当な理由」があるとは認められず、不適法な請求であるから却下する。

　審査請求人は本人。
　審査請求人は、水俣病
にり患したとして申請。

H27.10.29
①平30.6.26
②平30.7.11
③平31.2.14

裁決の概要

参　　　　　　　考

令和元年10月４日(金) 　裁決の概要

処分庁 審査請求人
審査請求
年月日

指定疾病の区分
及び

審査請求の趣旨
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【公害健康被害の補償等に関する法律に基づく裁決】（大気系疾病） （別紙1　つづき）

審査請求の概要
処分庁への
申請年月日

①原処分年月日
②異議申立年月日
③異議申立に対す
  る処分年月日

1 江東区 江東区の男性 平26.12.25
気管支ぜん息

障害補償費

棄却
　心肺機能の指数は２級の上限指数のみならず３級の上限指数を上回ってい
る。息切れや咳及び痰は心肺機能と併せて考えるべきものであるから、息切
れや咳及び痰についても２級相当といえないことは明らかである。通院状
況、薬剤処方状況によれば、ぜん息発作、管理区分が３級を超えて２級相当
であったとは認められない。よって、請求人の障害の程度を３級相当とした
原処分は相当である。

　審査請求人は、本人。
　審査請求人は、障害補
償費の額等を改定すると
いう処分を不服として申
請。

H26.5.29
①平26.9.19
②平26.9.24
③平26.12.5

2 江東区 江東区の男性 平28.10.4
気管支ぜん息

障害補償費

棄却
　今回の肺機能検査の数値は、極端に低く、請求人が当日検査のために検査
機関に赴いていること、同日撮影の胸部X線画像には異常所見が認められな
いこと等からすると不自然であり、検査時における請求人の心肺機能を反映
しているとはいえないものであるから、この数値をもって請求人の心肺機能
の程度を評価する基礎とすることは相当でない。治療状況や検査時撮影の胸
部X線画像を肺機能検査の数値が３級の指数上限を上回っていた２年前と比
較すると、今回の請求人の肺機能が２年前より低下していたとしても、２級
の指数上限を下回るほど大幅な変化ではなかったと推認できる。息切れや咳
及び痰は、心肺機能と併せて判断するものであるところ、心肺機能は２級相
当とはいえないのであるから、息切れや咳及び痰も２級に達していないと推
認できる。ぜん息発作の症状の程度についての評価は、適切な治療を施した
上でなされるべきものであるところ、請求人について２級相当のぜん息発作
患者に対する標準的治療がなされていたとはいい難く、請求人のぜん息発作
が３級を越えて２級に達していると認めることはできない。請求人の服薬状
況からすれば、請求人は医師の適切な管理下にないというべきであり、その
入通院状況を併せると、管理区分についても、請求人は２級相当とはいえな
い。よって、請求人の障害の程度を３級相当とした原処分は相当である。

　審査請求人は、本人。
　審査請求人は、障害補
償費の額等を改定すると
いう処分を不服として申
請。

H28.5.23 ①平28.9.30

参　　　　　　　考
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 【石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく裁決】 （別紙２）

審査請求の概要
処分庁への
申請年月日

原処分年月日

1
独立行政法人
環境再生保全
機構

神奈川県海老名市の女性 平29.4.28
中皮腫

認定

棄却
 病理組織診断では、卵管周辺部及び大網には多数の良性多嚢胞性中皮腫を
認め悪性所見はなく、子宮内膜、卵巣にも悪性所見は認められない。放射線
画像診断でも中皮腫の所見はない。以上から、中皮腫ではないと判定する。
よって、原処分を相当とする。

　審査請求人は、本人。
　審査請求人は、石綿を
吸入することにより、中
皮腫にり患したとして申
請。

平28.12.5 平29.3.31

2
独立行政法人
環境再生保全
機構

兵庫県尼崎市の女性 平29.9.22
中皮腫

認定

棄却
　中皮腫かどうかについては、放射線画像診断では、びまん性中皮腫の所見
ではないが、中皮腫を否定できない。病理組織診断では、生検標本は極小で
あり判定は難しいが、上皮性と考えられる悪性腫瘍が認められる。上皮型中
皮腫マーカーである calretinin、WT1、D2-40 はいずれも陰性で中皮腫は否
定的であり、中皮腫であると認めることはできない。以上のとおり、放射線
画像診断では中皮腫を否定できないが、病理学的診断で中皮腫であると認め
られないから、結論として中皮腫であるとは認められないと判定する。
　石綿起因の肺がんかどうかについては、原発性肺がんであっても、胸膜プ
ラーク及びじん肺法に定める第１型以上と同様の肺線維化所見は認められな
いから、石綿を吸入することにより発症したものとは判定できない。
　よって、原処分を相当とする。

　審査請求人は、申請中
死亡者の娘。
　審査請求人は、申請中
死亡者が、石綿を吸入す
ることにより、中皮腫に
り患したとして申請。

平29.3.30 平29.7.3

3
独立行政法人
環境再生保全
機構

京都府宇治市の女性 平30.1.26
中皮腫

認定

棄却
　病理組織診断では、HE染色の結果から、高度の線維性胸膜炎であると認め
られ、腫瘍性病変は認められない。免疫染色の結果は、中皮腫の陽性マー
カーがすべて陰性であり、中皮腫であるとは認められない。
　放射線画像診断では、中皮腫を思わせる所見はなく、また、石綿ばく露を
推定させる所見はないから、中皮腫とはいえない。以上から、中皮腫とは認
められないと判定する。
　よって、原処分を相当とする。

　審査請求人は、申請中
死亡者の妻。
　審査請求人は、申請中
死亡者が、石綿を吸入す
ることにより、中皮腫に
り患したとして申請。

平29.8.13 平29.11.2

参　　　　　　　考
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